
市内で発生した差別事象について 第21回伊賀市読書感想文コンクール入賞者発表
問 人権政策課　☎ 22-9683　FAX 22-9641 問 上野図書館　☎ 21-6868　FAX 21-8999

◆特選
◦第２部
　棚橋　杏生子（崇広中学校２年）
◦第３部
　川森　仁翔（上野東小学校３年）
　菊田　柚羽（上野南小学校５年）

◆上野東ロータリークラブ賞
◦第２部
　藤﨑　皇成（崇広中学校２年）
◦第３部
　井岡　大成（上野西小学校５年）

◆入選
◦第１部　
　石橋　容子（一般）

◦第２部　
　宇宿　航生（崇広中学校１年）
　田中　広翔（城東中学校１年）
　岩井　斗真（崇広中学校２年）
　土井　雛月（崇広中学校２年）
　小林　奈央（崇広中学校２年）
　木村　優太（城東中学校２年）
　馬場　亮太（上野南中学校２年）
　樫原　珠佳（阿山中学校２年）
　中　心優（上野南中学校３年）
　川口　賢治（青山中学校３年）
◦第３部
　落合　洸介（壬生野小学校１年）
　和田　蒼（友生小学校２年）
　山本　千晴（大山田小学校２年）
　辻󠄀本　舵仁（上野西小学校３年）

　本多　陸（友生小学校３年）
　眞泉　澪（阿山小学校３年）
　前田　琴音（友生小学校４年）
　谷岡　朝陽（大山田小学校４年）
　林　愛翔（大山田小学校４年）
　峯山　真奈（上野東小学校５年）
　馬場　妃菜（成和東小学校６年）
　上嶋　杏奈（成和西小学校６年）
　今井　橙和（壬生野小学校６年）
　荻田　結愛（島ヶ原小学校６年）

◆審査員奨励賞
　崇広中学校・大山田小学校

　市内の小 · 中学校と一般の皆さんから 534 点の応募がありました。特選、上野東ロータリークラブ賞、入選、審
査員奨励賞を発表します。特選は、１月以降「いがし電子図書館」で公開します。（敬称略）

お知らせ お知らせ

伊賀市役所 本庁舎

１月のアート情報

市民ミニギャラリー展示作品募集中
文化振興課
☎41-0400　℻ 22-9694

問

本庁舎で下記の展示を行っています
◆４階市民ミニギャラリー
◦島ヶ原鉄道博物館　写真展
　大矢　繁
◆１階玄関横
◦伊賀市寄贈作品展示
　彫刻「地球の調和」　深田　充夫

◦いけばな（伊賀華道協会）
※都合により展示物が変わる場合があります。
※観覧時間は市役所の開庁時間に準じます。

　110 番通報は、事件や事故にあったり、目撃した
際に、警察官に一刻も早く現場に来てほしいときに利
用する緊急通報の専用電話です。
　110 番通報では、警察官が次の
ことをお聞きしますので、落ち着
いて答えてください。
◦事件ですか？事故ですか？
◦何がありましたか？
◦けがはありますか？　
◦場所はどこですか？
◦いつ起きましたか？
◦犯人を見ましたか？
◦今どうなっていますか？
◦あなたの名前を教えてください。
　また、緊急性のない相談で 110 番通報すると、緊
急の事件や事故の対応が遅れる原因となります。
　緊急性のないご相談やお問い合わせは下記までご連
絡ください。
問 ◦伊賀警察署　☎️ 21-0110
　 ◦名張警察署　☎ 62-0110
　 ◦警察安全相談電話　♯ 9110

警察署だより
緊急通報 110番

　昨年、市内の保育所や学校などで、こどもから差別
につながる発言がありました。
　発言の内容は、障がいのある人や外国人住民への差
別表現、被差別部落出身者への賤

せん
称
しょう

語ですが、多くの
こどもは、被差別当事者への偏見からそうした発言を
しているわけではありません。こどもを取り巻く周囲
の大人が普段から使用している言葉を、単純な悪口と
認識して使用している現状があります。
　こうした言葉については、1970 年代に、あるテレ
ビ番組内での障がい者差別につながる発言が問題とな
り、障がい当事者が差別をなくす取り組みを行ったこ
とを契機として、各テレビ局や新聞社が差別表現や差
別につながる言葉の見直しを行いました。その結果、
社会全体でも、差別につながる言葉の使用をやめよう
という意識が広がっていきました。
　こうした取り組みの中で、「差別する気持ちで発言
していないので、言葉狩りではないか」という意見が
よく聞かれます。しかし、こどもの差別につながる発
言に関して家庭などへの聞き取り調査を行っている

と、こどもの周囲で差別につながる発言をしている大
人には、「無意識の偏見」があることが分かってきま
した。「無意識の偏見」を持つ人は、自分の行動や発
言をした相手が被差別当事者だと気づかないままに、
いつの間にか人を傷つけていることがあり、それが多
くの差別事象の原因になっています。その背景には、
人権問題の学習経験の不足があると考えられます。
　現在、企業などでも差別や人権侵害事件を起こして
しまうと、取引の中止や事業撤退につながることが
ニュースでも報じられるようになり、人権尊重の取り
組みが進められています。
　このように、社会全体で差別をなくすための意識が
高まっている今、大人が自らの言動を見直し、こども
に正しい価値観を伝えることが重要です。こどもが「差
別」や「人権侵害」をしない
よう、周囲の大人が人権問題
について、こどもと一緒に学
ぶ必要があるのではないで
しょうか。

20 歳になったら国民年金

　国民年金は、高齢や病気で働けなくなった時などの
生活を、現役世代で支える制度です。国民年金には、「老
齢年金」のほか、病気や事故で障がいが残ったときに
受け取れる「障害年金」や、加入者が死亡した場合、
遺族が受け取れる「遺族年金」があります。
　20 歳になった人には、厚生年金加入中の人を除き、
日本年金機構から国民年金加入のお知らせと基礎年金
番号通知、納付書などが送付されます。（20 歳にな
る直前に海外から転入した人などは国民年金加入手続
きが必要です。）
　国民年金保険料の納付が難しい人で、次の制度の対
象となる人は申請してください。
◆学生納付特例制度
　学生で本人の所得が一定額以下の場合に、国民年金
保険料の納付が猶予される制度です。学校教育法に規
定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門
学校、専修学校および各種学校（修業年限１年以上で
ある課程）、一部の海外大学の日本分校に在学する人
が対象です。

◆免除・納付猶予制度
◦免除制度
　本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定額
以下の場合に、保険料が全額または一部免除されます。
◦納付猶予制度
　50 歳未満の人で、本人・配偶者のそれぞれの前年
所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予され
ます。
※学生納付特例制度に該当する人は申請できません。

＜保険料は前納がお得＞
　保険料を前もってまとめて納付すると、保険料の割
引が受けられます。口座振替で前納を希望する場合は、
事前に申し込みが必要です。
　詳しくは上記までお問い合わせください。

【申込期限】
◦２年前納、１年前納、６カ月前納（４月～９月分）：

毎年２月末日
◦６カ月前納（10 月～翌年３月分）：毎年８月末日

問 ◦保険年金課　☎ 22-9659　FAX 26-0151　◦津年金事務所　国民年金課　☎ 059-228-9112
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